
令和８年３月 25 日 

関係各位 

名 古 屋 市 健 康 福 祉 局 監 査 課 長 
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課長 

本市が実施する社会福祉法に基づく社会福祉施設監査について 

日頃は本市の福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

  本市では、「社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施要綱」に基づき、毎年度「社
会福祉施設指導監査実施計画」を策定し、障害者支援施設及び社会福祉法人が運営する日
中系サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援）を提供する障害福祉
サービス事業者を対象に、社会福祉施設監査を実施してきました。 

社会福祉法人については、より高い公益性と厳格なガバナンスが求められることから、
施設運営の適正確保を目的として実施してきたものですが、社会福祉法人以外が運営する
事業者への指導とのバランスを踏まえるとともに事業者の負担軽減の観点から、令和８年
度以降、社会福祉法人が運営する障害福祉サービス事業者を対象とした施設監査は実施し
ないことといたしましたのでお知らせいたします。 

なお、障害者総合支援法に基づく運営指導については、運営主体を問わず引き続き実施
してまいりますので、今後とも適正な事業運営へのご協力をお願いいたします。また、障
害者支援施設（入所施設）については、令和８年度以降も従前どおり施設監査と運営指導
を併せて実施いたしますので、あわせて申し添えます。 

 

 

 

監査課（監査担当） 
Tel:052-972-2512  
障害者支援課（事業者指導担当） 
Tel:052-238-0567 
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Ⅺ その他運営に関する留意点
（健康福祉局監査課）
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